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伊達地方消防組合規則第６号 

伊達地方消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則 

伊達地方消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成19年伊達地方消防組合

規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項を次のように改める。 

２ 法第15条第４項の規定により公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態

に置く場合及び行政庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置く場合においては、次項に規定する聴聞公示書に掲げる事項

を表示して行うものとする。 

第３条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 法第15条第４項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示書（第２号

様式）を掲示して行うものとする。 

第４条第２項及び第４項並びに第11条第１項及び第２項中「申し出」を「申出」に改め

る。 

第20条第２項を次のように改める。 

２ 法第31条において準用する法第15条第４項の規定により公示事項を不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置く場合及び行政庁の事務所に設置した電子計算機の映像

面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く場合においては、次項に規定す

る弁明の機会の付与公示書に掲げる事項を表示して行うものとする。 

第20条に次の１項を加える。 

３ 法第31条において準用する法第15条第４項の規定により掲示場に掲示する場合におい

ては、弁明の機会の付与公示書（第33号様式）を掲示して行うものとする。 



第21条第１項中「法第15条第３項」を「法第15条第４項」に改め、同条第２項中「申し

出」を「申出」に改める。 

第26条の表第３条第２項の項中「法第15条第３項」を「法第15条第４項」に、「組合条

例第15条第３項」を「組合条例第15条第４項」に改め、同表中「第３条第３項」を「第３

条第４項」に、「第３条第４項」を「第３条第５項」に改め、同表第３条第２項の項の次

に次のように加える。 

第３条第３項 法第15条第４項 組合条例第15条第４項 

第26条の表第20条第２項の項中「法第15条第３項」を「法第15条第４項」に、「組合条

例第15条第３項」を「組合条例15条第４項」に改め、同表第21条第１項の項中「法第15条

第３項」を「法第15条第４項」に、「組合条例第15条第３項」を「組合条例第15条第４項」

に改め、同表第２号様式の項を次のように改める。 

第２号様式 行政手続法第15条第３項 伊達地方消防組合行政手続条

例第15条第３項 

行政手続法第15条第４項 伊達地方消防組合行政手続条

例第15条第４項 

第26条の表第４号様式の項中「伊達地方消防組合行政手続条例第22条第３項（第25条に

おいて準用する同法第22条第３項）」を「伊達地方消防組合行政手続条例第22条第３項

（第25条において準用する同条例第22条第３項）」に、「行政手続法第15条第３項」を

「行政手続法第15条第４項」に、「伊達地方消防組合行政手続条例第15条第３項」を「伊

達地方消防組合行政手続条例第15条第４項」に改め、同表第18号様式の項中「行政手続条

例第20条第３項」を「伊達地方消防組合行政手続条例第20条第３項」に改め、同表第33号

様式の項を次のように改める。 

第33号様式 行政手続法第31条において準

用する同法第15条第３項 

伊達地方消防組合行政手続条

例第29条において準用する同

条例第15条第３項 

行政手続法第31条において準

用する同法第15条第４項 

伊達地方消防組合行政手続条

例第29条において準用する同

条例第15条第４項 

第２号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第４号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第５号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第８号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第９号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第11号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第13号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第16号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第18号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第20号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第25号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第28号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第29号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第33号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第34号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

第36号様式中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年５月21日から施行する。 

 


